
 

   

第十回安達地方仮設焼却施設運営協議会 
議事要旨 

日  時 令和３年 ７月21日（水）18：30～19：45 

場  所 二本松市東和支所 ３階大会議室 

出 席 者  安達地方広域 

行政組合 

 管理者（二本松市長）         三保 恵一 

委 員 

◎：会長 

○：副会長 

二本松市 ◎NPO法人 ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 

 前理事長               武藤 一夫 

○ＪＡふくしま未来理事         石川 重彦 

・針道代表区長             佐藤 辰男 

・木幡代表区長             渡辺 正栄 

・太田代表区長             土屋 宏二 

・戸沢代表区長             大内 信昭 

・東和中学校ＰＴＡ会長         村松 香里 

・とうわこども園保護者会会長      竹山 統和 

・安達減容化事業地権者会会長      五十嵐 伝一 

二本松市役所 ・総務部長               中村 哲生 

・市民部長               佐藤 吉浩 

・東和支所長              佐藤 正弘 

福島県 ・生活環境部 一般廃棄物課長      三浦 健生 

・農林水産部 環境保全農業課長     佐藤 睦人 
                    （代理出席） 

安達地方広域 

行政組合 

・事務局長               早川 東 

環境省  

福島地方環境 

事務所 

・環境再生・廃棄物対策部 廃棄物対策課  

 廃棄物処理施設運営管理室長      西山 卓也 

事務局 環境省 福島地方環境事務所 

安達地方広域行政組合 

事業者 日立造船・大林組特定共同企業体 

議事要旨 ○事務局より、第九回運営協議会で確認された内容について説明した。 

○事業者及び事務局より、安達地方農林業系廃棄物等処理業務の現状について説明した。 

○事務局より、「安達地方減容化事業だより№12（案）」を説明した。 

○質疑応答により、以下の点が確認された。 

 ・運営期間を、令和４年３月まで４ヶ月延長する。 

・令和３年８月５日、運営期間延長に係る住民説明会を、新型コロナウィルス感染症対策

を講じたうえで開催する。 

・安達地方仮設焼却施設は、可燃性除染廃棄物及び農林業系廃棄物を処理するために建設

した施設であり、この目的が達成されたら解体する。 

・安全に作業が行われていることを確認するため、運営協議会委員による仮設焼却施設見

学会（視察）を行う。 

 ・東和支所以東の県道62号線は、除雪対策を確実に実施するよう要望があった。 

・次回の運営協議会は、事業の進捗状況を踏まえて事務局から日程等連絡する。 


